
岩手県告示第349の２号 

 岩手県手数料条例（平成12年岩手県条例第16号）別表第３の26の11の項及び27の項の２以上の別に定める介護サービス（平成20

年岩手県告示第354号）の一部を次のように改正する。 

  平成21年４月１日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

岩手県手数料条例（平成12年岩手県条例第16号）別表第３の

26の11の項及び27の項に規定する知事が２以上の別に定める介

護サービスは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 訪問介護及び介護予防訪問介護 

 

(２) ［略］ 

(３) 訪問看護及び介護予防訪問看護 

 

(４) ［略］ 

(５) 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸

与及び特定介護予防福祉用具販売のうちいずれか２以上の介

護サービス 

(６) 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護及

び介護予防認知症対応型通所介護のうちいずれか２以上の介

護サービス 

(７) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテー

ション 

(８) ［略］ 

(９) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 岩手県手数料条例（平成12年岩手県条例第16号）別表第３の

26の11の項及び27の項に規定する知事が２以上の別に定める介

護サービスは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 訪問介護、介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護の

うちいずれか２以上の介護サービス 

(２) ［略］ 

(３) 訪問看護、介護予防訪問看護及び療養通所介護のうちい

ずれか２以上の介護サービス 

(４) ［略］ 

 

 

 

(５) 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、

介護予防認知症対応型通所介護及び療養通所介護のうちいず

れか２以上の介護サービス 

(６) 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーシ

ョン及び療養通所介護のうちいずれか２以上の介護サービス

(７) ［略］ 

(８) ［略］ 

(９) 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生

活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護のうちいずれか

２以上の介護サービス（適合高齢者専用賃貸住宅で行うもの

に限る。） 

(10) 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸

与及び特定介護予防福祉用具販売のうちいずれか２以上の介

護サービス 

(11) 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居

宅介護 

(12) 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共

同生活介護 

(10) ［略］ (13) ［略］ 

(11) ［略］ 

(12) ［略］ 

(14) ［略］ 

(15) ［略］ 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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